
川崎市地域課題対応事業実施指針

はじめに 

川崎市は平成１７年４月１日から自治基本条例を施行し、平成１８年度に各区で区民会

議を開始するなど区役所は地域における課題を的確に把握し、区民の参加と協働により、

その迅速な解決に努めることが求められてきました。 

地域社会の抱える課題に迅速・的確に対応するため、それまで実施してきた「協働推進

事業」と「区の課題解決に向けた取組」を平成２３年度に「地域課題対応事業」として統

合しました。 

平成２６年度に年度途中に発生する新たな課題に区長の権限で適切かつ迅速に対応す

る「区の新たな課題即応事業」を新設し、平成２７年度には区独自事業・局区連携事業の

区分を廃止するなど、区の権限強化に向けた取組を進めてきました。 

また、平成２７年度に策定された「区役所改革の基本方針」においては、３つのめざす

べき区役所像の１つとして「多様な主体の参加と協働により地域の課題解決を図る区役所」

を掲げ、地域課題対応事業については、『一義的には地域の課題解決を目的に行うものです

が、今後は同時に「市民同士が共に支え合う地域づくり」のきっかけとしていくことも目

的としながら、区民の参加と協働により事業を実施するもの』とされています。 

この事業実施指針は、川崎市地域課題対応事業実施要綱及び上記の経緯に基づき、地域

課題対応事業を適正に実施するために策定するものです。 

１ 事業実施の考え方  

(１) 地域課題対応事業（区の新たな課題即応事業を除く。） 

ア 区役所が自主的に企画立案し、区民の参加と協働により地域の課題を解決する事

業を実施します。川崎市自治基本条例の理念である市民自治の確立に向け、区民と

行政が課題について共通認識を持ち、お互いの信頼関係を構築しながら事業展開を

図ります。 

また、「川崎市協働型事業のルール」に基づき、協働型事業の充実に努めます。 

イ 区役所が地域からの視点を活かし、局と連携して地域の課題を解決する事業を実

施します。区役所が主体的に関係局と調整するとともに、区役所と局の役割分担を

明確にし、事業内容及び事業費について十分精査します。 

なお、事業内容等の精査に当たっては、サマーレビュー、主要課題調整及び区課

題調整会議等を活用し、総務企画局、財政局、市民文化局と十分に調整することと

します。 

(２) 区の新たな課題即応事業 

年度途中に発生する新たな課題に区長の権限で適切かつ迅速に対応する事業を実施

します。局と連携した地域の課題を解決に当たっては、区役所が主体的に関係局と調整

するとともに、区役所と局の役割分担を明確にし、事業を実施することとします。 



２ 「川崎市総合計画」との関係性 

「川崎市総合計画」の区計画における「地域の課題解決に向けた主要な取組」を各区の

地域課題対応事業予算中事業に位置付けます。 

３ 地域課題対応事業（区の新たな課題即応事業を除く。）を実施する上での留意事項 

(１) 全市一律のサービス水準で実施すべき、対人給付的な事業等については本事業の対

象としないこと。 

(２) 区計画等の事業計画に基づく計画的な事業執行をすること。 

(３) 予算の硬直化を防ぎ、新たな課題へ柔軟に対応するため、事業評価を実施し所期の

目的を達成した事業は完了し、新たな展開を図ること。 

(４) 区が主体的に実施する事業であっても、必要に応じて関係局との十分な調整を図る

こと。特に土木関連事業などハード整備事業については、関係局と十分な調整を行う

こと。 

(５) 区役所施設について、法令等に定める建物及び設備の維持・整備、営繕等は、区役

所施設整備費、管理運営費で対応すること。 

(６) 公平性や公共性の観点から、受益と負担の適正化を図ることを常に意識し、受益者

負担の導入に努めること。 

(７) 市民活動を支援する目的の事業については、事業の性格等を考慮し、あらかじめ適

切な支援期間を設け事業の検証を行い、その後は自主運営への移行を促進することで、

予算の硬直化を防ぐこと。 

なお、市民活動団体の事業等に対する資金面での支援については、原則として「か

わさき市民公益活動助成金制度」を活用すること。 

(８) 各種調査は、その後の区政の礎となることから調査実施に当たっては、前回調査か

らの経年を確認し、アンケート等については回収率を高める工夫をすること。また、

局事業関連の調査及び計画策定事業については、事前に関係局との調整を十分に行い、

局事業・計画と齟齬や重複が生じないよう、整合性を図るとともに、的確に局と連携

して進めること。さらに、調査結果や策定した計画については可能な限り広く周知す

ること。 

４ 区の新たな課題即応事業を実施する上での留意事項 

(１) 全市一律のサービス水準で実施すべき、対人給付的な事業等については本事業の対

象としないこと。 

(２) 区の新たな課題に対して適切かつ迅速に対応するための予算であることから、参加

と協働など、執行体制を問わず事業実施を可能とする。 

(３) 局事業に密接に関わる事業及び局と連携する事業などの実施に当たっては、局と翌

年度以降の対応について調整を十分に行い、区長の責任の下で判断に基づき実施するこ

と。 



(４) 臨時的任用職員賃金については、区の新たな課題に対応するために必要な臨時的任

用職員に限定するものとし、任用に当たっては、全区的に影響のあるものは実施しない

こと。 

(５) 区長が必要性・緊急性などをもとに判断し、執行に当たっては他の事業と同様に全

市的なルールの中で手続きを行い、適切に事業実施をすること。 

５ 事業計画の策定 

公平で公共性の高い事業を実施するため、次の項目について検討し、事業計画を策定し

ます。ただし､区の新たな課題即応事業については､課題の必要性、重大性、緊迫性などに

より適宜判断します。 

(１) 事業目的 

どのような地域の課題や区民ニーズ等に基づいて事業を実施するのか明確にします。

また、事業を実施することにより、何を達成させるのか、可能な限り定量的（定量的   

に表すことが難しい事業にあっては、他との比較等により）に明らかにします。 

(２) 計画期間及び実施目標 

複数年度にわたる事業については、始期と終期を明らかにし、事業全体の計画に加え

各年度の実施目標や計画も明らかにするものとします。 

（３）事業内容 

具体的な事業内容を明らかにします。 

（４）実施手法 

事業の目的を踏まえ、効率的、効果的な手法により事業を実施します。また､現在の区

の体制で実施可能であることが前提であることから、限られた予算や人員等を効果的に

用いるため、区民や市民活動団体等が主体となった取組との連携をこれまで以上に図り、

区民との役割分担を明確にすることで、事業や予算の硬直化を防ぎます。 

（５）事業費 

事業実施に当たって､適正な経費を積算し､事業費の有効活用を図るものとします。ま

た、積極的に歳入の確保に努めるものとし、補助金・交付金による歳入及び市有財産の

有効活用による広告収入などの歳入を特定財源として地域課題対応事業費に上乗せで

きるものとします。 

６ 事業評価 

上記２の「川崎市総合計画」の区計画における「地域の課題解決に向けた主要な取組」

は、「事務事業評価シート（地域課題対応事業用）」によって進行管理・評価を行います。 

また、個別の事業の評価については、市の事務事業と同様、ＰＤＣＡマネジメントサイ

クルを確実に機能させるため、必要に応じて「地域課題対応事業評価シート（○○区）」（別

紙様式１）によって実施します。 

同様式を用いて、年度当初に各事業の目標を設定し、事業の終了後は、評価指標をもと



に事業が効率的・効果的に実施できたかどうかの評価を行います。それを事業の実施方法

や内容の見直しに反映させていきます。 

また、区政の透明性を向上させ、区民への説明責任を果たすため、事業計画や経過、評

価等については、市政だより区版やインターネット等を活用し、区民に対して積極的に情

報提供を行うものとします。 

附 則 

 この指針は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この指針は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この指針は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この指針は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この指針は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この指針は、平成３０年４月１日から施行する。 



様式１


